
独立行政法人大学評価・学位授与機構の中期目標

（序文）

独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２９条の規定により、独立行政法人大学

評価・学位授与機構が達成すべき業務運営に関する目標（以下「中期目標」という。）を次のと

おり定める。

（前文）

独立行政法人大学評価・学位授与機構（以下「機構」という。）は、高等教育の発展に資する

業務の公共的重要性にかんがみ、業務の公正かつ能率的、効果的な運営を基本方針として、以下

の業務を総合的に行うことにより、大学等（大学、短期大学、高等専門学校、大学共同利用機関

をいう。）の教育研究水準の向上を図るとともに、高等教育の段階における多様な学習の成果が

適切に評価される社会の実現を図り、もって我が国の高等教育の発展に資することを目標とする。

（１）大学等の教育研究水準の向上に資するため、大学等の教育研究活動等の状況について、評

価を行い、その結果について、当該大学等及び設置者に提供し、並びに公表すること。

（２）学校教育法第１０４条第４項の規定により、学位を授与すること。

（３）大学等の教育研究活動等の状況についての評価に関する調査研究及び学位の授与を行うた

めに必要な学習の成果の評価に関する調査研究を行うこと。

（４）大学等の教育研究活動等の状況についての評価に関する情報及び大学における各種の学習

の機会に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。

中期目標の期間において、機構は、これまで評価文化の普及に努めてきたが、今後は、評価文

化の定着を図ることが重要である。このため、効果的・効率的な評価方法を開発し、適切な評価

等を実施することにより、我が国の大学等に対する評価の発展に先導的な役割を果たしていくこ

とが必要である。また、国内外における大学の質保証に関する調査及び研究や、情報の収集、整

理、提供などを積極的に行うことを通じて、我が国における評価文化の定着と国際的な質の保証

の取組などに先導的な役割を果たすことが求められる。

学位授与の関係では、我が国において大学以外で学位を授与することができる唯一の機関とし

て、学位取得の申請者の多様化等に対応し、適切かつ着実に業務を実施していくことにより、我

が国の教育システムの生涯学習体系への移行及び高等教育機関の多様な発展に寄与していくこと

が求められる。

このような役割を果たすため、機構の中期目標は、以下のとおりとする。

Ⅰ 中期目標の期間

機構が実施する業務は、大学等の教育研究水準の向上、高等教育の段階における多様な学習

成果の適切な評価の実現などの公共的重要性から、長期的視点に立って推進すべきものが多い

ため、中期目標の期間は、平成２１年４月１日から平成２６年３月３１日までの５年間とする。

Ⅱ 業務運営の効率化に関する事項

１ 機構の行う業務については、既存経費の見直し、効率化を進める。一般管理費（退職手当

を除く。）について、中期目標の期間中、毎事業年度につき３％以上の削減を図るほか、そ

の他の事業費（退職手当を除く。）について、中期目標の期間中、毎事業年度につき１％以



上の削減を図る。

２ 事務・事業の見直しに対応した組織の見直しを図る。

３ 平成２２年度末までに、独立行政法人国立大学財務・経営センターと統合する。統合に向

けて必要な組織・体制を整備する。

４ 契約については、原則として一般競争入札等によるものとし、随意契約の適正化を推進す

ることとする。

５ 「国民を守る情報セキュリティ戦略」等の政府の方針を踏まえ、適切な情報セキュリティ

対策を推進する。

Ⅲ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

１ 総合的事項

（１）機構の高等教育の発展に資するという業務の性格にかんがみ、幅広く大学関係者及び

有識者等の参画を得た業務運営を行う。

（２）機構の業務運営及び事業に関する自己点検・評価を実施するとともに、自己点検・評

価の結果について外部検証を行い、その結果に基づき、業務の見直しを図る。

２ 大学等の教育研究活動等の状況についての評価

大学等の教育研究水準の向上に資するため、大学等の教育研究活動等の状況について評価

を行う。

○ 国立大学法人及び大学共同利用機関法人の教育研究の状況についての評価

文部科学省国立大学法人評価委員会からの要請に基づいて、教育研究の質の向上と個性

の伸長に資するとともに、社会に対する説明責任を果たすことを実施方針とし、国立大学

法人及び大学共同利用機関法人の教育研究の状況についての評価を適切に実施し、もって

国立大学法人等の教育研究の水準の向上等に資する。

３ 学位授与

機構は、我が国の教育システムの生涯学習体系への移行及び高等教育機関の多様な発展等

に寄与するため、大学による学位授与の原則を踏まえつつ、高等教育段階の様々な学習の成

果を評価し、大学の卒業者又は大学院の修了者と同等の水準にあると認められる者に対して

学位を授与する。

なお、学位授与事業の実施に当たっては、事業の円滑かつ確実な実施並びに効率化及び合

理化の双方について実現を図る。

（１）単位積み上げ型による学士の学位授与

単位積み上げ型による学士の学位授与については、審査により学士の水準を有してい

ると認められる者に対して学士の学位を授与する。

また、短期大学及び高等専門学校の専攻科の認定申出に基づき、大学教育に相当する

水準を有しているかについての審査を行い、認定することにより、当該専攻科で修得し

た単位が大学で修得した単位と同等であることを保証し、機構が授与する学位の水準を

確保する。

（２）省庁大学校修了者に対する学位授与

省庁大学校の課程の認定申出に基づき、大学の学部、大学院の修士課程又は博士課程

の水準を有しているかについての審査を行い、認定することにより当該課程が大学又は

大学院の水準と同等であることを保証し、機構が授与する学位の水準を確保する。また、

省庁大学校の課程を修了し、学位授与申請を行う者に対しては、審査により、学士、修

士又は博士の学位の水準を有していると認められるものにそれぞれの学位を授与する。



４ 調査及び研究

以下の調査研究業務の実施に当たっては、経費の削減及び業務の効率化に配慮して実施す

ることとする。

（１）大学等の教育研究活動等の状況についての評価に関する調査及び研究

大学等の質の向上及び社会に対する説明責任を果たすための効果的かつ効率的な評価

システムの構築を目的とし、大学等の評価に関する調査研究を行う。これらの成果を機

構の評価の改善に活かすとともに、情報提供事業等への活用を通じて、大学等の評価活

動や他の評価機関を含めた多元的な評価システム全体の充実と、評価に関する知識の普

及に貢献する。

（２）学位の授与を行うために必要な学習の成果の評価に関する調査及び研究

我が国の学位の質及び国際通用性の確保と、高等教育における多様な学習機会に対す

る社会の要請を踏まえて、学位授与の要件となる高等教育レベルの学習の成果の評価並

びに学位に関する調査研究を行う。これらの成果を機構の学位授与制度の展開に活かす

とともに、情報提供事業等への活用を通じて、我が国の学位システム全体の発展と学位

に係る知識の普及に貢献する。

（３）研究成果の公表等

調査研究成果を外部に公表することによって、高等教育機関の多様な発展に寄与する。

５ 情報の収集、整理、提供

（１）大学等の教育研究活動等の状況について、評価に資するための国内外の情報の収集、

整理、提供

大学等の教育研究活動等の状況について、評価に資するための国内外の情報を収集、

整理、提供し、大学等における評価活動や教育研究活動の改善に役立てるとともに、機

構の行う評価の改善向上に活用する。また大学及び機構の活動について広く社会に対し

て理解の増進を図る。

（２）大学における各種の学習の機会等に関する情報の収集、整理、提供

多様な学習機会を求める者にとって、有用な学位に関する情報の収集、整理、提供を

行う。また機構の学位授与について広く社会に対して理解の増進を図る。

６ 認証評価

認証評価実施に当たっては、学校教育法第１１０条による認証評価機関の設置状況及びそ

の活動状況を踏まえ、当面、大学、短期大学、高等専門学校及び専門職大学院を設置する大

学からの求めに応じて、認証評価を行う。

その際、民間の認証評価機関のみでも対応可能となった分野から、順次、廃止又は休止の

検討を行う。

なお、認証評価業務の効率的な実施については、評価の質の保証に配慮しつつ検討を進め

るとともに、業務運営等の効率化を行い、段階的に運営費交付金の縮減を図る。

また、評価事業の実施に当たっては、これまで機構が実施した評価に関して検証を行うと

ともに、大学等関係者の意見を踏まえ、常により良い評価の仕組みの構築等に向け、その改

善に努めることが必要である。

（１）大学、短期大学、高等専門学校の教育研究等の総合的状況に関する評価

大学、短期大学、高等専門学校の求めに応じて、当該大学等の教育研究等の総合的状

況に関する評価を適切に実施し、その結果を当該大学等に提供し、教育研究等の質を保

証するとともに、教育研究等の改善に資する。あわせて評価結果を公表することにより

当該大学等の活動について、広く国民の理解と支持が得られるように支援・促進する。

（２）専門職大学院の教育研究活動の状況に関する評価

大学からの求めに応じて、当該大学の専門職大学院の教育研究活動の状況に関する評



価を適切に実施し、その結果を当該大学に提供し、当該専門職大学院の教育研究活動の

質を保証するとともに、教育研究活動の改善に資する。あわせて評価結果を公表するこ

とにより当該専門職大学院の活動について、広く国民の理解と支持が得られるように支

援・促進する。

７ その他上記の業務に附帯する業務

（１）評価文化の定着と評価に携わる人材の育成

大学等の評価活動を実効性のあるものとするため、評価に携わる人材の育成を図ると

ともに、評価文化定着のための活動を行う。

（２）国際的な質保証に関する活動

国際的な質保証活動に積極的に参画するなどにより、我が国の高等教育の国際通用性

の確保を図るための活動を行う。

Ⅳ 財務内容の改善に関する事項

１ 予算の適正かつ効率的な執行

予算の執行に関して、適正かつ効率的に執行する仕組みの構築を図る。

２ 固定的経費の削減

管理業務の節減を行うとともに、効率的な施設運営を行うこと等により固定的経費の節減

を図る。

また、「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）において示された国

家公務員の定員の純減目標及び給与構造改革を踏まえ、国家公務員に準じた人件費削減の取

組を行うとともに、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００６」（平成１８年７

月７日閣議決定）に基づき、人件費改革の取組を２３年度まで継続することとする。

職員の給与水準については、検証を行い、これを維持する合理的な理由がない場合には必

要な措置を講ずることにより、給与水準の適正化に速やかに取り組むとともに、その検証結

果や取組状況については公表することとする。

３ 資産の有効活用

小平第二住宅については、入居者が５割を下回り、その改善の見込みがない場合には、国

の資産債務改革の趣旨を踏まえ、売却等の措置を検討する。

Ⅴ その他業務運営に関する重要事項

１ 事業の適切な実施に当たり、職員の幅広い人材確保と資質の向上を図る。


